
牧
之
原
市
御
前
崎
市

広
域
施
設
組
合
規
約
の

変
更
に
伴
う
財
産
処
分
の
取
り

扱
い
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

ま
た
公
債
費
の
負
担
と
責
任
区

分
は

消
防
業
務
は
平
成
２３

年
３
月
３１
日
を
も
っ
て

組
合
か
ら
離
脱
し
ま
す
。
財
産

処
分
は
両
市
に
お
い
て
協
議
し
、

「
財
産
処
分
に
関
す
る
覚
書
」

を
作
成
し
締
結
す
る
運
び
で
す
。

公
債
費
に
つ
い
て
は
「
財
産

処
分
に
関
す
る
覚
書
」に
よ
り
、

組
合
離
脱
後
は
起
債
の
債
務
は

御
前
崎
市
に
帰
属
し
ま
す
が
、

牧
之
原
市
分
は
基
準
財
政
需
要

額
で
按
分
し
た
割
合
分
を
「
消

防
業
務
受
託
料
」
に
含
め
て
受

け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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西
島
昌
和

牧
之
原
市
と
御
前
崎

市
と
の
間
の
消
防
業
務

委
託
に
つ
い
て
、
委
託
期
間
と

地
域
名
明
記
は

議
決
後
速
や
か
に
両

市
に
お
い
て
委
託
に
関

す
る
規
約
に
明
記
さ
れ
な
い
詳

細
内
容
を
委
託
に
関
す
る
覚
書

に
記
載
し
締
結
す
る
予
定
で
す
。

連
絡
調
整
会
議
の
役

割
と
メ
ン
バ
ー
は

メ
ン
バ
ー
は
両
市
の

総
務
部
長
、
総
務
課
長
、

防
災
課
長
、
消
防
本
部
の
関
係

す
る
消
防
長
及
び
課
長
で
す
。

基
本
的
事
項
に
関
す
る
内
容
を

協
議
し
、両
市
長
、副
市
長
、消
防

長
で
協
議
・
決
定
す
る
組
織
で
す
。

大
澤
　
満
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御
前
崎
市
議
会
１２
月
定
例
会
を
１１
月
３０
日
か
ら
２２
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。
市
長
提
出
の
平

成
２２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
を
は
じ
め
、
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
１２
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案

通
り
可
決
し
ま
し
た
。
議
員
発
議
と
し
て
御
前
崎
市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
を
減
額
す
る
条
例
の
一
部

改
正
を
可
決
、
ま
た
「
議
案
第
７０
号
牧
之
原
市
と
御
前
崎
市
と
の
間
の
消
防
事
務
の
委
託
に
関
す
る
附

帯
決
議
」
及
び
「
子
ど
も
手
当
財
源
の
地
方
負
担
に
反
対
す
る
意
見
書
」
を
採
択
し
ま
し
た
。
な
お
、

一
般
質
問
に
は
８
名
が
登
壇
し
て
市
長
等
の
見
解
を
質
し
ま
し
た
。

◎
条
　
例

「
御
前
崎
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
改
正
」

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
市
職
員
の
給
与
及
び

期
末
手
当
を
引
き
下
げ
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給

料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
」

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
特
別
職
の
期
末
手
当

を
引
き
下
げ
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
教
育
委
員
会
の
教
育
長
の
給
与
、
勤

務
時
間
そ
の
他
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
」

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
教
育
長
の
期
末
手
当

を
引
き
下
げ
る
も
の
。

「
御
前
崎
市
栗
ノ
原
霊
園
条
例
の
一
部
改
正
」

霊
園
の
地
番
を
訂
正
す
る
も
の
。

◎
人
　
事

「
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
」

任
期
満
了
に
伴
う
人
権
擁
護
委
員
に
、
下
村

弘
子
氏
（
御
前
崎
地
区
）
を
推
薦
す
る
こ
と

に
つ
い
て
適
任
と
し
た
も
の
。

◎
議
員
発
議

「
御
前
崎
市
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
」

市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
を
引
き
下
げ
る
も
の
。

「
議
案
第
７０
号
牧
之
原
市
と
御
前
崎
市
と
の
間
の

消
防
事
務
の
委
託
に
関
す
る
附
帯
決
議
」

「
子
ど
も
手
当
財
源
の
地
方
負
担
に
反
対
す
る
意
見
書
」

◎
そ
の
他

「
牧
之
原
市
御
前
崎
市
広
域
施
設
組
合
規
約
の
変
更
」

消
防
本
部
の
組
合
離
脱
に
伴
う
消
防
部
分
の

削
除
等
を
行
う
も
の
。

「
牧
之
原
市
御
前
崎
市
広
域
施
設
組
合
規
約
の
変

更
に
伴
う
財
産
処
分
」

消
防
本
部
の
組
合
離
脱
に
伴
う
財
産
を
、
御

前
崎
市
に
帰
属
す
る
も
の
。

「
牧
之
原
市
と
御
前
崎
市
と
の
間
の
消
防
事
務
の
委
託
」

牧
之
原
市
の
消
防
事
務
を
御
前
崎
市
が
受
託

す
る
規
約
を
制
定
す
る
も
の
。

牧之原市御前崎市広域施設組合からの消防に関する解散離脱に関し、平成２２年１０月２５日に総務経済委員会から離脱時期と新消防署に
ついて意見の提出を行い、１１月８日の総務経済委員会において新消防署建設については、平成２５年４月１日に出来るように最善の努力を
しますとの回答でありました。
その後、総務経済委員会では付託議案の審議経過において、建設時期が遅れるとの計画が提出されたことについては、誠に遺憾でありま
す。よって、新消防署建設について、下記事項を求めます。

記
新消防署運営に関しては、去る平成２２年１０月２５日付で既に意見を提出したように、御前崎市新消防庁舎は池新田地内に新設し、平成
２５年４月１日には運用を開始すること。
以上、決議する。

平成２２年１２月２１日
御前崎市議会　

御前崎市長 石原茂雄様

議案第70号　牧之原市と御前崎市との間の消防事務の委託に関する附帯決議


